
秋芳洞（美祢市） 



組合員の方が非常災害により住居及び家財に損害を受けたとき
※　非常災害とは、地震・津波・火災・台風・たつまき・豪雨による浸水・洪水・がけ崩れ・落雷な
ど主として自然現象による災害をいいます（盗難は除きます）。

※　住居とは、組合員が現に居住している建物のことをいいます。自宅・借家・借間・公営住宅等の
別は問いませんが、車庫・倉庫等は含まれません。

※　家財とは、住居以外で家具・調度品・寝具・衣類など毎日の生活に必要な財産のことをいいます。
不動産・現金・有価証券・預貯金・装飾品・絵画等は含まれません。

○災害見舞金・附加金請求書
○り災証明書（請求書に証明を受けている場合は不要です。）
○災害事実調査書
○修理の見積書…住居の場合
○家財の品目明細書…家財の場合
○災害状況の平面図（災害部分を朱書きしてください。）
○被災状況の写真（建物全体及び内部等の被災の状況が把握できるもの。なお、床上浸水の場合は、
浸水の高さがわかるように「定規」などを当てて、浸水の水位が確認できるように撮影してください。）

○その他（新聞等に報道された場合は、その記事のコピー。）

※　同一世帯に２人以上の組合員がいる場合は、それぞれに支給されます。
※　被扶養者が別居している場合は、その住居又は家財を組合員のものの一部として取扱います。
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組合員の方が非常災害（火災、風水害、地震等）に遭われた場合には、その損害の程度に応じて災害見舞金等が
支給される災害給付制度及び復旧に必要な資金を借入れることができる災害貸付制度を利用することができます。
該当される組合員の方は所属所の共済事務担当課を経由してご請求又は申込みください。

損害の程度 災害見舞金 災害見舞金附加金

・住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
・住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき

給料の３か月分
×1.25

災害見舞金の

６割

・住居及び家財の２分の１以上が焼失し、又は滅失したとき
・住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
・住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
・住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき

給料の２か月分
×1.25

災害見舞金の
６割

・住居及び家財の３分の１以上が焼失し、又は滅失したとき
・住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
・住居又は家財の２分の１以上が焼失し、又は滅失したとき
・住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき

給料の１か月分
×1.25

災害見舞金の
６割

・住居又は家財の３分の１以上が焼失し、又は滅失したとき
・住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき

給料の0.5か月分
×1.25

災害見舞金の
６割

・住居又は家財の５分の１以上３分の１未満の損害を受けたとき ―
給料の１か月分
×1.25×50／100

・浸水によって平屋建ての家屋（家財を
含む）が損害を受け、その認定が困難な
とき

給料の１か月分
×1.25

災害見舞金の
６割

給料の0.5か月分
×1.25

災害見舞金の
６割

－
給料の１か月分
×1.25×50／100

床上120㎝以上

床上30㎝以上

床上30㎝未満

支
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【問合せ先】共済組合　保険課　医療保健係　　 TEL 083-925-6142

《 災 害 見 舞 金 に つ い て 》
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を
選
出

（
宇
部
市
）

を
選
出

（
下
松
市
）

瀬
来
輝
夫
理
事
（
下
松
市
）
の
議
員
辞
職
に
よ
り
、
欠
員
と

な
っ
て
い
た
職
員
側
の
理
事
の
補
欠
選
挙
が
、
７
月
24
日
に
防

長
苑
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
中
野
敏
彦
議
員
（
宇
部

市
）
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
先
立
っ
て
７
月
15
日
に
行
わ
れ
た
、
職
員
側
組
合
会

議
員
の
選
挙
区
第
一
区
補
欠
選
挙
で
は
、
西
村
徹
也
氏
（
下
松

市
）
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
で
あ
る
、
平
成
22
年

11
月
30
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

《 災 害 貸 付 に つ い て 》
共済組合では、組合員が居住する住宅・宅地及び家財が水震火災等の非常災害による損害を受けたとき、復

旧に必要な資金を低利で貸付けています。
概要は次のとおりですが、ご利用を検討または貸付申込みされる場合は所属所の共済事務担当課を通じて照

会され、詳細を確認のうえ申込みください。

（注） １．既貸付の未償還金があるときは、限度額から未償還金額を差引いたものになります。
２．抵当権を設定しない貸付の貸付（償還）利率は、貸付債権保全の保険料一部負担率（現在0.06％）が上乗
せされています。

３．償還回数（期間）は、貸付金額で決められていますが、償還途中で繰上償還もできます。
在職中は給与・賞与控除により償還し、退職及び貸付規程に違反したときは未償還金を全額即時償還す
ることになります。

４．他の資金（銀行ローン・クレジット・親族立替等）で費用を支払われるものは、貸付対象になりません
ので、資金計画・支払い時期にも注意してください。

◇申込書提出　→　◇審査・決定後　→　◇借用証書等提出　→　◇貸付金送金　→　◇工事終了後、完了届を提出
毎月20日締切　　 決定通知交付　　　 毎月10日締切　　　　 毎月25日
（休日のときはその翌日。共済組合必着） （休日のときはその後の銀行営業日）
（注）貸付決定の有効期間は、貸付決定から、住宅・宅地にかかるものは５か月、家財に係るものは１か月です。

この期間内に借用証書等の提出がない場合は無効になります。

区　　分 貸付対象事由
貸付限度額

注１

貸付（償還）利率

注２

返済方法

注３
備　考

新規貸付

組合員が居住する住宅・
宅地及び家財の非常災
害・盗難による修理等の
費用

1,800万円
（組合員期間により
異なる）

変動性
※抵当権を設定し
ないもの

�年利2.94～2.28％
（現在は2.28％）
※抵当権を設定す
るもの

�年利2.88～2.22％
（現在は2.22％）

元利均等償還
＊貸付額90万円以下
毎月償還

＊貸付額100万円以上
毎月と賞与の併用
償還

※工事着工前・購入前に申込ん
で貸付審査・決定を受ける
こと。

※家財は生活必需品を対象とす
る。

※住宅・宅地に係る貸付申込み
の場合は、住宅・災害貸付の
既貸付の未償還金を含め貸付
額が400万円を超えるときは抵
当権設定が必要になります。

再 貸 付
共済の貸付を受けている
住宅等が非常災害にあっ
たときの修理等の費用

1,900万円
（組合員期間により
異なる）

（平成21年９月１日現在）

【問合せ先】共済組合　福祉課　貸付係　　 TEL 083-925-6551
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その月に受診された日数（調剤の場合は薬を処方され
た回数）です。

その月の受診でかかった全ての医療費（共済組合から
給付されたもの、自己負担されたもの、公費が負担した
もの全ての合計）です。

組合員、被扶養者ともに、医療費総額の７割の額です。
※　就学前の乳幼児は医療費総額の８割
※　高齢受給者の方は、医療費総額の７割または９割

公費負担医療制度対象者について、国、県、市町村が
負担した金額です。乳幼児福祉医療、障害福祉医療につ
いても同様です。

組合員や被扶養者の方が医療機関等の窓口でこの月に
実際に支払われた金額となります。
組合員本人、被扶養者ともに、医療費総額の３割の額

です。
※　就学前の乳幼児は医療費総額の２割
※　高齢受給者の方は、医療費総額の３割または１割
（※健康保険が適用されないものについてはこの限りでは
ありません。）
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ジェネリック医薬品希望カード付リーフレットについて
このたび、医療費通知書の配布にあわせて、ジェネリック医薬品希望カード付リーフレットも配布しま

したので、ご活用ください。なお、ジェネリック医薬品については、共済だより（2009年5・6月号）に
掲載しておりますので、ご参照ください。

8月に医療費通知書を配布しました
共済組合では医療費の適正化対策の一環として、年に2回「医療費通知書」を組合員の皆さんに配布してい

ます。今回は、平成20年10月から平成21年3月までの受診分が対象となっています。ここでは、医療費通
知書の詳しい見方をご紹介します。

①日数

②医療費総額

⑤の自己負担額から25,000円（基礎控除額）を控除
した額です。自己負担額が高額療養費の自己負担限度額
を超える場合はその部分について高額療養費（⑦を参照
ください。）が支給され、その自己負担限度額から
25,000円を控除した額となります。なお、10円未満の
端数は切り捨てとなり、その額が100円未満になるとき
は給付されません。

⑤の額が自己負担限度額を超えるときにその超えた額
が給付されます。
※詳しくは共済組合ホームページを参照して下さい。

組合員本人が引き続き７日以上入院したときに給付さ
れます。

「給付金等振込口座」に共済組合からすでに給付した
額（⑥＋⑦＋⑧）です。

③法定給付額

④公費負担額

⑤自己負担額

⑥家族療養費附加金等

⑦高額療養費

⑧入院附加金

⑨支給額

問合せ先
共済組合　保険課　医療保健係

TEL 083-925-6142
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特定健診・特定保健指導
特定健診の結果をご覧になりましたか？特定保健指導に該当していませんか？

組合員の方は、所属所の健康診断結果または人間ドック受診結果を特定健診結果に読み替えます。
結果をもとに、生活習慣病の発症リスクにより健診受診者を3つのグループに分けます。

特定健診の結果は？

（注１）

腹囲基準値
○男性85㎝以上
○女性90㎝以上

追加リスク（注２） 対　象

①血　糖
②脂　質
③血　圧

④喫煙歴
最近１か月間の
喫煙の有無

40～64歳 65～74歳

腹囲が基準値以上の人

２つ以上該当 －
積極的支援

１つ該当
あり

なし 動機付け支援

該当しない － 情報提供

上記以外でBMI25以上
BMI＝体重（㎏）÷（身長（ｍ））2

３つ該当 －

２つ該当
あり

積極的支援

なし

１つ該当 －
動機付け支援

該当しない －

腹囲もBMIも正常 － －
情報提供

（注1）メタボリックシンドロームの基準とは異なります。
特定保健指導の対象の選定は、健診データを用いて共済組合のシステムで行います。

（注2）追加リスクとなる基準値は次のとおりです。なお、糖尿病、高脂血症または高血圧で、すでに医師の
指示により薬物治療を受けている場合は、特定保健指導の対象となりません。
①血糖　空腹時血糖値100㎎／dl以上またはHbA1c5.2％以上のいずれかまたは両方
②脂質　中性脂肪150㎎／dl以上HDLコレステロール値40㎎／dl未満のいずれかまたは両方
③血圧　最高（収縮期）血圧130㎜Hg以上最低（拡張期）血圧85㎜Hg以上のいずれかまたは両方

特定保健指導とは？
特定保健指導の目的は、受診者自身が生活の問題点を見つけ、その習慣を改善し、自分自身で生活習慣病を

防げるようになることであり、専門家がそのための支援を行います。
保健指導の種類
○情報提供………特定健診を受診した全員に行われます。自らの身体状況を認識するとともに、生活習慣を見

直すきっかけとなるよう、生活習慣やその改善に関する基本的な情報を提供します。
○動機付け支援…初回に専門家による個別またはグループ面接を1度行い、健診結果や今の生活習慣を振り返

り、生活習慣改善のためにすぐに実行できる目標を設定します。6か月後に健康状態や生活
習慣の確認が行われます。

○積極的支援……初回に専門家による個別またはグループ面接を行い、健診結果や今の生活習慣を振り返り、
生活習慣改善のための目標をたてます。面接に加え、実技・実習・電話やメールによる保健
指導が3か月以上継続されます。6か月後に健康状態や生活習慣の確認が行われます。

初回 ２週間後 ２か月後 ３か月後 ６か月後

個別面談30分 電話支援10分 個別面談30分 電話支援20分 電話評価10分

特定保健指導を受ける方法は？
平成21年度は、特定保健指導該当者に「特定保健指導利用券」を発行し、任意の指導機関（集合契約参加

機関）で指導を受けていただくほか、試験的な試みとして、勤務先に講師を派遣し個人面接を行う方法を計画
しています（積極的支援のみ60名程度）。いずれも、一部自己負担金が必要となります。
詳細は、該当者に通知します。
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貯 金 の 運 用 状 況

種　　　類
平成21年６月末 平成20年12月末
金額（円） 構成割合（％）構成割合（％）

普 通 預 金 1,351,080,567 5.0 3.5
定 期 預 金 3,280,000,000 12.2 16.0
国　　　債 797,420,000 3.0 2.9
地　方　債 2,444,033,000 9.1 9.2
政府保証債 869,716,100 3.2 3.1
社　　　債 4,236,221,000 15.8 15.4
外　　　債 10,192,000,000 37.9 36.7
諸 債 券 等 3,708,917,000 13.8 13.2
合　　　計 26,879,387,667 100.0 100.0

※預金は、山口・住友信託・中央三井信託・三菱UFJ
信託銀行の4行に、分散して預け入れております。
※資産のうち組合員貯金は約246億円、積立金が約22
億円となっております。

Åüíôã‡åoóùÇÃéëéYÇÃç\ê̈ äÑçáàÍóóï\

Åüé–ç¬ÅEäOç¬ÅEèîç¬åîìôÇÃäiïtäÑçáàÍóóï\ ÅiÇqÅïÇh ÅAÉÄÅ[ÉfÉBÅ[ÉYãyÇ— J C RéQè∆ Åj
平成21年6月末 平成20年12月末

格付け
金額（円） 構成割合（％）構成割合（％）

格付の内容 保有する銘柄の発行体等

ＡＡＡ 12,901,459,000 71.13 71.98 債務履行の確実性は最も高く、多くの
優れた要素がある。

東京電力、欧州復興開発銀行
住宅金融支援機構　外15社

ＡＡ 4,987,612,000 27.50 27.47 債務履行の確実性は極めて高く、優れ
た要素がある。

東海旅客鉄道、福祉医療機構、スウェ
ーデン輸出信用銀行　外12社

Ａ 248,067,000 1.37 0.55 債務履行の確実性は高く、部分的に優
れた要素がある。

三井不動産、日本電気、
みずほコーポレート銀行

合計 18,137,138,000 100.00 100.00

貯金経理の資産内容は、貯金の払戻し等に対応するための短期資金としての定期預金等の預貯金、長期的資産としての
格付けの高い債券となっており、株式は保有していません。
運用では、法を基に定めた運用基準に基づき金融機関や債券を選択しており、購入時だけでなく購入後においても情報

収集や分析を続け、変動する様々なリスクを検討し対応するよう努めております。
経済状況は引き続き厳しい運用環境が続いており、10年国債の利回りが1.3％前後を推移している状況ですが、共済貯

金の支払利率を安定的に維持していくために、また、組合員の皆様に安心してご利用いただける貯金事業であり続けるた
めにも、今後とも慎重な運用に努めてまいります。

※国債・地方債・政府保証債は信用度が高いとされていて通常格付けはないため、この一覧表では除いています。
※AAAからＣまでの全9段階（日本格付け投資センター（R&I）の格付け定義）のうち、当共済組合ではＡ格以上の債券
を購入対象としており、BBB格以下になること等により保有し続けることが適切でないと判断した債券については売却す
るなど、リスクを抑えるよう努めています。

Åüâ̂ópÇÃèÛãµ
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電話健康相談　共済ヘルシーダイヤル（通話・相談料無料）

0120 - 8 7 6 - 8 9 8 携帯電話から
もOK！

年中無休・24時間受付
組合員とご家族の皆様に、毎日「カラダの安心」をお届けしています。

平成21年７月中国・九州北部豪雨により被災された組合員と被扶養者の方々、
また、被災地の復旧に携われている組合員の皆様。身体及び心の不調、不安など

ございましたら「共済ヘルシーダイヤル」をご利用ください。

共済健康相談室（相談料無料）
健康電話相談事業では、インターネットによる健康相談も行っています。
本共済組合のホームページ【http://www.kyosai-yamaguchi.jp/】にアクセスしていただき、トップペー
ジにあります「共済健康相談室」のバナーをクリックし、ID「876898」を入力後ログインしてください。
相談内容により回答に時間がかかる場合がありますので、緊急を要するときは電話でご相談ください。
相談者のプライバシーは厳守いたします。

◆宿泊利用助成契約施設オープンのお知らせ

◆宿泊利用助成契約施設契約解除のお知らせ

※ご利用の際はご注意ください。

区　分 施設名 所在地 事　由

契約保養所・旅館 ウェルサンピア宇部 宇部市 平成21年10月30日営業終了

区　分 施設名 所在地 事　由

市町村職員共済組合の宿泊施設
神奈川県市町村職員共済組合

神奈川県 平成21年12月１日
グランドオープン

ご利用料金等、詳しい内容については、電話にてお問い合わせください
10月１日より予約開始（午前９時から午後５時30分まで。土日含む。）

1 0465-63-0121
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平成21年10月から

出産費及び家族出産費が引き上げられます
平成21年10月１日から平成23年３月31日までの出産について、出産費及び家族出産費が４万円

引き上げられます。これについては、出産に係る経済的負担を軽減し、安心して出産できること
を目的として行われます。
産科医療補償制度対象分娩については３万円加算の42万円となります。（ただし未加入の医療

機関等での出産については39万円となります。）
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市町村職員共済組合員の保険制度（団体傷害保険）をご案内いたします。

○山口県市町村職員共済組合員の皆様のための保険制度となっており、加入手続きが簡単です。
○山口県市町村職員共済組合のメリットにより団体割引20％、優良割引10％を適用しております。
＊上記割引は昨年度（平成21年3月1日保険始期）募集契約に適用しております。平成21年度募集時
（平成22年3月1日保険始期）には変更がある可能性があります。詳細は別途ご案内いたします。
○平成21年度募集の保険期間は平成22年3月1日午後４時から平成23年3月3日午後4時までの1年間
です。募集時期は9月中旬～10月中旬を予定しております。

山口県市町村職員共済組合員の皆様へ

団体傷害保険のご案内（傷害総合保険）
平成21年度
募集

団体傷害保険の特徴（ケガの補償）

加入資格 加入対象者（申込人となる方）：組合員
被保険者（補償の対象となる方）：加入するコースによって被保険者の範囲が異なります。

補償の対象となる方（被保険者）

※下記の続柄は、傷害・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。

家族補償タイプでは
本人が加入されると下記の方が補償の対象となります。
□本人 □本人の配偶者 □本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
□本人またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子供

夫婦補償タイプでは 本人が加入されるとその配偶者も記名不要で同時に補償が受けられます。

個人補償タイプでは 本人とご家族のうち記名して申し込まれた方が補償の対象となります。
□本人 □本人の配偶者 □子供 □両親 □兄弟 □同居の親族

加入タイプ例（下記以外のタイプもご用意しております。） 保険期間１年間、月払、傷害保険職種級別Ａ級
団体割引20％・優良割引10％適用した場合

家族補償タイプＡ 夫婦補償タイプＤ 個人補償タイプＧ

本人

死亡・後遺障害 210万円 420万円 420万円

入院 1,000円 2,000円 4,000円

通院 500円 1,000円 2,000円

配偶者

死亡・後遺障害 150万円 300万円 －

入院 1,000円 1,000円 －

通院 500円 500円 －

親族

死亡・後遺障害 100万円 － －

入院 500円 － －

通院 250円 － －

賠償責任 3,000万円 3,000万円 3,000万円

介護保険金 60万円 60万円 60万円

被害事故補償保険金 1,000万円 1,000万円 1,000万円

月払保険料 1,000円 1,000円 1,000円

※　制度内容等詳細については募集時に配布しますパンフレットをご覧ください。

このご案内は概要を説明したものです。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンにお問い合わせください。

●取扱代理店 有限会社　ライフ山口　担当：申神（サルガミ）
〒753-0072 山口市大手町9-11（山口県自治会館内）
TEL083-925-2128

●引受保険会社 株式会社損害保険ジャパン　山口支店　山口支社
〒753-0076 山口市泉都町7-11
TEL083-924-3548 FAX083-923-8332（受付時間：平日9：00～17：00）

（SJ09-01680 平成21年7月29日）
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お詫び
前回のクロスワードにおいてヨコ15の設問の答えが不快用語にあたるとのご指摘をいただきました。
注意及び認識が足りず、ご不快な思いをされた方にお詫び申し上げます。
今後は、禁止用語・不快用語等に充分注意したいと思います。




